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県立病院の基本理念・基本方針

○基本理念

「県民に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」

○基本方針

１ 県立病院は、人間性、倫理性に基づいた患者の人権を

尊重する医療サービスを提供します。

２ 県立病院は、県民がいつでも、どこでも、等しく高度な

保健医療サービスが受けられる徳島づくりに貢献します。

３ 県立病院は、常に医療の使命と情熱に燃える医療技術集団

を目指します。

４ 県立病院は、質が高く効率的な医療の実現に職員一丸と

なって取り組みます。
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１ 策定の趣旨

これまで、県立病院では、「県民医療の最後の砦」としての医療機能の維持向上を図るため、

「徳島県病院事業経営健全化計画（平成１６年度～平成２０年度）」、「徳島県病院事業第二次

経営健全化計画（平成２１年度～平成２５年）」に続き、平成２６年３月には「徳島県病院事

業経営計画」を策定し、本県医療の最適化を見据えた医療提供体制及び効率的で強固な経営基

盤の構築等に取り組んできました。

この間、国の地域医療再生交付金等を活用して県立３病院の改築整備に着手し、未来に向

けた集中投資を行っており、その結果として、災害医療や高度医療等の医療機能の充実強化が

進んでいます。

一方、超高齢社会の到来や疾病構造の変化、医療制度改革の流れと地域医療構想、南海トラ

フ巨大地震への対応が課題となっていることから、今後は、これら病院経営を取り巻く環境に

的確に対応するとともに、新たに充実強化した医療資源を県民の皆様に最大限に還元し、その

効果を実感していただくことが求められます。

また、平成２７年３月には、総務省から「新公立病院改革ガイドライン」が示され、前ガイ

ドラインの「経営の効率化」・「再編・ネットワーク化」・「経営形態の見直し」に「地域医療

構想を踏まえた役割の明確化」を加えた４つの視点からなる「新公立病院改革プラン」（以下、

「新改革プラン」）の策定が求められているところです。

こうしたことから、将来にわたって徳島県病院事業の基本理念である「県民に支えられた病

院として、県民医療の最後の砦となる」という使命を実現するため、『徳島県病院事業経営計

画』を新たに策定し、徳島県立病院の「新改革プラン」と位置付け、医療需要の減少が見込ま

れる中で、県立病院の役割を改めて見極めるとともに、病院事業全体として、安定的かつ継続

的な経営基盤構築のための取組指針とします。

２ 計画期間

本計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。

Ⅰ 計画策定の趣旨
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１ 経営健全化計画と収支改善

平成１６年３月に策定した経営健全化対策の基本方針となる「徳島県病院事業経営健全化基

本方針」を具体化した「徳島県病院事業第一次・第二次経営健全化計画」に基づき、病院事業

経営の健全化を図りました。

Ⅱ これまでの取組について
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〈病院事業全体 平成２１年度からの決算状況について〉

（単位：百万円）

【目標値】

【H2５実績値】

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
16,304 17,077 17,275 18,081 19,433

医業収益 14,596 15,251 15,583 16,350 17,431
医業外収益 1,708 1,826 1,692 1,731 2,002
特別利益 0 0 0 0 0
（うち一般会計繰入金） 2,344 2,426 2,284 2,333 2,516

15,962 16,522 17,088 18,715 19,724
医業費用 15,440 16,016 16,512 17,814 18,745
医業外費用 518 506 527 756 979
特別損失 4 0 49 145 0

342 555 187 ▲ 634 ▲ 291
1,350 3,766 4,435 4,444 5,664

総収益

総費用

純損益
内部留保資金

区分

項目 中央病院 三好病院 海部病院

経常収支比率 ９２．１％ １００．５％ ９８．６％

病床利用率（精神病床を除く） ８４．６％ ８２．０％ ７２．７％

職員給与費対医業収益比率 ５５．５％ ５６．５％ ６９．６％

平均在院日数（精神病床を除く） １３．０日 １８．０日 －

後発医薬品購入額割合 各病院において１０％

項目 中央病院 三好病院 海部病院
経常収支比率 ９７．９％ １００．８％ ９７．８％
病床利用率（精神病床を除く） ８０．７％ ７９．２％ ５４．０％
職員給与費対医業収益比率 ５２．４％ ５７．１％ ６３．３％
平均在院日数（精神病床を除く） ９．４日 １６．５日 －
後発医薬品購入額割合 ６．９％ ９．８％ ７．０％
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２ 徳島県病院事業経営計画・これまでの主な取組

（１）医療の質の向上に向けた取組

① 中央病院

◆ＤＰＣⅡ群病院に指定

平成２６年度の診療報酬改定により、ＤＰＣⅢ群からⅡ群（大学病院本院に準じた診療

密度と一定の機能を有する病院）に指定

◆救急医療の充実

ドクターヘリの基地病院として県下全体の救命率の向上に寄与するとともに、小児救急

及び精神科救急など政策医療面での拠点機能を発揮

◆高度先進医療の充実

「内視鏡下手術支援ロボット（ダヴィンチＳｉ）」を導入し、低侵襲の前立腺がん摘出

手術を開始

◆外構工事の整備に着手

総合メディカルゾーン本部内の主要道路となるメディカルストリートを整備し、中央病

院と徳島大学病院の駐車場の一体化を進めるための外構工事に着手

② 三好病院

◆新高層棟の開院

平成２６年８月に開院した新高層棟において、免震構造を採用し、屋上にヘリポートを

備えることにより、災害・救急対応力を強化するとともに、県内公的病院では初となる緩

和ケア病棟を開設し、外科手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアによる「フルセットの

がん医療」を提供

◆地域がん診療病院の指定

中央病院とのグループ化により「地域がん診療病院」に指定されたことにより、県内の

がん診療連携拠点病院の空白圏域が解消

③ 海部病院

◆高台移転への取組

「高台移転」、「国道５５号牟岐バイパスの整備」、「牟岐町による避難広場の整備」、「日

本赤十字社の備蓄倉庫」の４点セットによる、県南地域の新たな防災拠点づくりを目指し

て、新病院の建築工事に着手
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（２）経営財政基盤の強化に向けた取組

◆診療報酬制度への戦略的な取組

国の医療動向や医療機能の整備状況に即し、新たな施設基準の取得など診療報酬制度へ

迅速・的確に対応

◆後発医薬品の採用拡大

患者負担の軽減とともに費用の削減に繋がるため、計画的に採用を拡大

◆医療器械等の共同購入

医療器械・医薬品・医療材料の共同購入を実施

３ 収支状況の推移

平成２６年度においても、改築事業に伴う減価償却費・企業債利息等の費用の増加のほか、

特殊要因として新地方公営企業会計制度による賞与・法定福利費引当金計上の義務化等に伴い

発生した特別損失の影響も重なり、約１４億６千万円の赤字となっています。一方、医業収益

においては、診療単価の増により増加傾向を維持しています。

〈病院事業全体決算〉
（単位：百万円）

※平成２６年度の内部留保資金残高は、旧会計制度の算定方法による数値

平成25年度 平成26年度 対前年度増減
19,433 21,042 8.3%

医業収益 17,431 17,603 1.0%
医業外収益 2,002 3,439 71.8%
特別利益 0 0 －
（うち一般会計繰入金） 2,516 2,892 14.9%

19,724 22,500 14.1%
医業費用 18,745 20,399 8.8%
医業外費用 979 1,244 27.1%
特別損失 0 857 －

▲ 291 ▲ 1,458 401.0%
5,664 5,213 ▲8.0%内部留保資金残高

区分
総収益

総費用

純損益
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１ 人口の動向

（１）県全体

本県の総人口は、昭和６２年以降、減少しており平成２２年では約７８万５千人となってい

ます。今後においても引き続き減少となり、平成２２年と比較すると平成３７年には、

約１２．６％減の６８万６千人となることが見込まれています。

年齢別人口は、６５歳以上の高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては

約３万３千５百人（＋１５．８％）増加することが見込まれています。

また、７５歳以上の後期高齢者も平成２２年から平成３７年にかけては約３万５百人

（＋２６．４％）増加することが見込まれています。

資料：国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計人口

Ⅲ 県立病院を取り巻く環境等
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（２）東部保健医療圏※

東部保健医療圏の人口は平成２２年では約５４万１千人となっています。今後においては減

少が続き、平成２２年と比較すると平成３７年には約９．７％減の４８万８千人となることが

見込まれています。年齢別人口は、６５歳以上の高齢者は平成２２年から平成３７年にかけて

は約３万１千人（＋ ２３．１％）増加することが見込まれています。

また、７５歳以上の後期高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては約２万７千人

（＋３７．４％）増加することが見込まれています。

※【保健医療圏とは】

原則として入院医療（高度・特殊な医療を除く。）の需要に対応し、健康増進から疾病予防、

診断・治療及び在宅医療に至るまでの包括的な医療提供体制の整備を進める圏域であり、複数

の市町村により構成される。徳島県では東部、西部、南部の３つの２次医療圏を設定している。

資料：国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計人口
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（３）西部保健医療圏

西部保健医療圏の人口は平成２２年では約８万８千人となっています。今後においては減少

が続き、平成２２年と比較すると平成３７年には約２４．２％減の６万７千人となることが見

込まれています。

年齢別人口は、６５歳以上の高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては、約８百人

（▲２．７％）減少することが見込まれています。

また、７５歳以上の後期高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては約１千３百人

（▲６．８％）減少することが見込まれています。

資料：国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計人口
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（４）南部保健医療圏

南部保健医療圏の人口は平成２２年では約１５万７千人となっています。今後においては減

少が続き、平成２２年と比較すると平成３７年には約１６．２％減の約１３万１千人となるこ

とが見込まれています。

年齢別人口は、６５歳以上の高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては、約３千２百人

（＋６．８％）増加することが見込まれています。

また、７５歳以上の後期高齢者は平成２２年から平成３７年にかけては約５千２百人

（＋２０．１％）増加することが見込まれています。

資料：国勢調査及び国立社会保障・人口問題研究所による推計人口
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２ 疾病の動向

（１）死因

本県の平成２６年の死亡率は１３．０（人口千対）であり、全国平均の１０．１に比べて

高い状況が続いており、全国順位は６番目となっています。

死因別では、悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患の順となっており、総死亡数の

６０．１％を占めています。

資料：平成26年 人口動態調査（厚生労働省）
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（２）受療状況

平成２６年に行われた患者調査によると、徳島県内の１日あたりの推計患者数は入院患者

が１万３，４００人、外来患者が４万８，５００人となっています。施設の種類別にみると

入院患者の９２．５％が病院で受療している一方、外来患者については５５．１％が一般診

療所で受療しています。

病院に入院している患者の受療動向について、患者の住所地と受療している病院の所在地

との関係を圏域別にみると、東部保健医療圏に住所のある入院患者は７千５００人で、徳島

県の全入院患者の約６４％となっており、このうち、同圏域内の病院に入院している患者は

７千２００人の約９６％となっています。

西部保健医療圏に住所のある入院患者は１千８００人で、徳島県の全入院患者の約１５％

となっており、このうち、同圏域内の病院に入院している患者は１千４００人の約７８％と

なっています。

南部保健医療圏に住所のある入院患者は２千５００人で、徳島県の全入院患者の約２１％

となっており、このうち、同圏域内の病院に入院している患者は１千６００人の約６４％と

なっています。

（単位：千人）

徳島県

徳　　島　　県 11.8

東部保健医療圏 7.5

西部保健医療圏 1.8

南部保健医療圏 2.5

　資料：平成２６年患者調査（厚生労働省）

西部

1.60

患者の住所地

東部

8.5

7.2

0.4

0.9

病院入院患者の受療動向

南部

1.9

0.2

0

1.4

0.1

1.4

区　　　分
病　院　の　所　在　地

入院 外来 入院 外来 入院 外来

総数 13.4 48.5 100.0% 83.1% 1,705 6,256

病院 12.4 13.6 92.5% 28.0% 1,586 1,781

一般診療所 1.0 26.7 7.5% 55.1% 199 3,432

　資料：平成２６年患者調査（厚生労働省）　※総数には歯科診療所を含む

徳島県の推計患者数、構成割合、受療率

区分
推計患者数（千人） 構成割合 受療率（人口１０万対）
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３ 医療制度改革の状況

国では、少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少、経済の低迷とグローバル化の進行、非正

規雇用の労働者の増加による雇用環境の変化など、日本の社会経済情勢が大きく変化する中、

社会保障と税の一体改革として、社会保障の充実と安定財源の確保の両面から、「社会保障制

度改革推進法」の制定をはじめとする改革が進められてきたところです。

平成２５年８月の社会保障制度改革国民会議の最終報告書においては、高齢化の進展により

疾病構造が変化していることから、「病院完結型」から、地域全体で治し支える「地域完結型」

への医療に変わらざるを得ないとされています。

このため、病院や病床機能の役割分担を通じて、より効果的・効率的な医療提供体制を構築

することを目的に、高度急性期、急性期、回復期など、ニーズに合わせた「機能分化」を推進

していくこととされました。

また、その具体的方策として、各医療機関が保有する病床について、今後の方向を選択し、

病棟単位で都道府県に報告を求める制度を設けることにより、医療機関の自主的な取組を進め

るほか、その報告内容などを活用して、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と

医療連携を適切に推進するための「地域医療ビジョン」を都道府県が策定するとしています。

その後、平成２６年度に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備に関する法律（医療介護総合確保推進法）」が成立したことを受け、平成２７年度

には、徳島県においても、平成３７年（２０２５年）に向けた、あるべき医療提供体制を構築

することを目的とした「地域医療構想」の策定を進めています。

以上のような状況の下、県立病院においては、「地域医療構想」を踏まえ、本県における中

核病院としての役割と今後担うべき具体的医療機能や経営戦略を構築し、より質の高い適切な

医療を提供していく必要があります。
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１ 患者数の動向

（１）入院・外来患者数

平成２６年度における延入院患者数は、約２０万５千人で、平成２２年度に比較して

約１万８千人（▲８．０％）減少しており、１日平均患者数も５６２人と、平成２２年度よ

り４９人減少してます。

これを病院別にみると、中央病院では約８千人（▲５．７％）減少し、三好病院で

約１万人（▲１７．１％）減少、海部病院で約５百人（＋２．４％）増加しています。

平成２６年度における延外来患者数は、約２７万４千人で、平成２２年度に比較して

約１万９千人（▲６．６％）減少しており、１日平均患者数も１，１２４人と、平成２２年

度より８５人減少しています。

これを病院別にみると、中央病院では約１万３千人（▲８．０％）減少、三好病院で

約９千３百人（▲１０．９％）減少し、海部病院は約２千８百人（＋６．２％）増加してい

ます。

これらの傾向は中央病院及び三好病院において、急性期医療の機能強化のために、入院に

おいては、新規入院患者数を増やすとともに、平均在院日数の短縮に、また、外来において

は再来患者の減少に取り組んできたことが反映されているものと考えられます。

Ⅳ 県立病院の現状と課題
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（単位：人）

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

中央病院 383.8 371.1 339.0 366.9 361.7

三好病院 165.7 178.3 183.3 174.2 137.3

海部病院 61.7 60.7 62.3 59.4 63.1

計 611.1 610.2 584.6 600.5 562.1

入院患者数(１日当たり）

（単位：人）

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

中央病院 665.3 631.7 608.2 625.4 609.6

三好病院 354.2 353.6 340.9 346.4 314.4

海部病院 189.2 204.8 206.2 202.9 200.1

計 1,208.8 1,190.1 1,155.2 1174.7 1,124.1

外来患者数（１日当たり）
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（２）新規入院患者数

平成２６年度における新規入院患者数は、約１万６千人で、平成２２年度に比較して

約２千４百人（＋１８．１％）増加しており、１日当たり新規入院患者数も約４４人と、平

成２２年度より約７人増加しています。

これを病院別にみると、中央病院では約２千人（＋２４．７％）増加し、三好病院で

４７人（▲１．５％）減少、海部病院で２１５人（＋１７．６％）増加しています。

なお、三好病院については、平成２３年度から平成２５年度まで増加傾向にあったものの、

平成２６年度は新高層棟開院に伴う機能移転が影響しているものと考えられます。

（単位：人）

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

中央病院 25.3 26.1 27.7 31.2 31.5

三好病院 8.5 9.0 9.2 9.2 8.4

海部病院 3.3 3.5 3.8 3.9 3.9

計 37.1 38.6 40.7 44.4 43.8

新規入院患者数（１日当たり）
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（３）救急患者数

平成２６年度における救急患者数は、約２万９千４百人で、平成２２年度に比較して

約６千人（＋２５．８％）増加しており、１日当たり救急患者数も約８１人と、平成２２年

度より約１７人増加しています。

これを病院別にみると、中央病院では約４千８百人（＋３４．７％）増加し、三好病院で

約３６９人（＋５．２％）増加、海部病院は８６０人（＋３４．８％）増加しています。

（単位：人）

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

中央病院 37.9 42.3 46.6 54.7 51.0

三好病院 19.5 21.2 22.0 22.3 20.5

海部病院 6.8 7.9 9.8 10.0 9.1

計 64.2 71.4 78.5 87.0 80.7

救急患者数（１日当たり）
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（４）病床利用率

平成２６年度における病床利用率は、７１．２％で、平成２２年度に比較して２．４ポイ

ント低下しています。病院別にみると、中央病院では１．８ポイント上昇し、三好病院で

１２．９ポイント低下、海部病院で１．３ポイント上昇しています

なお、中央病院については、１日平均入院患者数が減少している一方、平成２４年１０月

の新病院開院時に４０床減少したことに伴い、病床利用率が上昇しています。

（５）平均在院日数

平成２６年度における平均在院日数は、中央病院では１０．６日で、平成２２年度に比較

して３．０日短縮しており、三好病院は１６．１日で１．２日の短縮、海部病院は１５．０

日で２．４日の短縮となっています。
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２ 今後の経営課題

県立病院は、これまで高度医療をはじめ、民間病院が採算性の問題等で参入しない政策医療

に取り組んできました。一方、医療費削減や消費税率上昇などの国の制度改革や人口の減少に

より、今後の経営を取り巻く環境は厳しさを増す中、３病院の改築工事等に伴い多額の資金を

要し、企業債の償還額や支払利息は計画期間内にピークに達するなど、より一層の経営努力が

必要な状況を迎えています。

こうした県立病院を取り巻く環境変化と現在置かれている状況を踏まえ、将来に向けて安定

的かつ継続的に使命を果たすためには、「未来志向の事業領域設定」と「経営基盤の強化」の

２点が重要な取組課題となります。

（１）未来志向の事業領域設定

平成３７年（２０２５年）のあるべき医療提供体制である「地域医療構想」を見据え、県

立病院がどのような一般病床機能を果たすべきか、また、どのように地域における医療機関

相互の機能分担と連携の推進に取り組んでいくべきかを定める必要があります。

さらに、こうした適切な事業分野で充実した機能を県民に還元するとともに、平成３０年

度に策定予定である「医療計画・介護保険事業（支援）計画」と整合を図りつつ、経営を展

開していくことが求められています。

（２）経営基盤の強化

３病院の一体的運営や鳴門病院との連携など、県立病院の持っている「強み」を活かしつ

つ、医療の質の向上や収支の改善に向けた施策に取り組む必要があります。

その結果が県民の皆様からの信頼向上や、診療報酬上の評価に結びつき、得られた資源は

将来の投資に繋げることができます。
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１ 各県立病院の将来像

（１）長期的視点に立った役割

病院の改築を経て、今後、県立３病院は将来にわたり、次のような役割を果たします。

中央病院 「本県医療の中核拠点」

●県民医療最後の砦としての高度医療の拠点

●県下全域を対象として新生児から高齢者までの世代をカバーする救命救急の拠点

●地域医療を担う人材を生み育てる臨床研究の拠点

●南海トラフ巨大地震等の発災時に基幹的役割を果たす災害医療の拠点

三好病院 「四国中央部の拠点」

●西の砦としての救命救急の拠点

●西部圏域の医療機関と連携し、地域全体の医療の質の向上を担う

地域医療支援病院

●手術・化学療法・放射線治療・緩和ケアによる「フルセットのがん医療」を提供

海部病院 「先端災害医療の拠点」

●南海トラフの巨大地震を迎え撃つ前線基地

●地域医療を担う総合診療医の育成道場

●海部・那賀地域公立医療機関に対する医師派遣の拠点

Ⅴ 県立病院が果たす役割・機能
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（２）地域医療構想を踏まえた役割（２０２５年の将来像）

① 地域医療構想について

「団塊の世代」が後期高齢者となる２０２５年度に向けて、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で安心して生活を継続できるような、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築する

ため、平成２６年度に「医療介護総合確保推進法」が成立しました。

この一括法では、医療法の中で医療計画の一部として、「地域医療構想」が位置づけられて

おり、その策定及び達成によって、人口構造の変化等に対応したバランスのとれた医療提供体

制を目指すものとなっています。

徳島県では、２０２５年（平成３７年）を見据え、限られた医療資源を有効に活用し、効率

的かつ質の高い医療提供体制のあるべき姿となる「地域医療構想」について、平成２８年度中

を目途とした策定に取り組んでいます。平成２７年１１月には、東部・西部・南部の３つの構

想区域※毎に設置された「地域医療構想調整会議」（以下、「調整会議」）において、各構想区

域の「病床の機能区分ごとの２０２５年の推計必要病床数」が示されたところです。

※【構想区域とは】

厚生労働省の地域医療構想策定ガイドラインにより、構想区域の設定にあたっては、現行の

２次医療圏を原則としつつ、あらかじめ人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病

院までのアクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討する必要があるとされてお

り徳島県では東部、西部、南部の３圏域の設定を想定している。

○ 「２０１４年病床機能報告」と「２０２５年推計必要病床数」

推計必要病床数は、地域医療構想ガイドラインで示された計算方法により、入院受療率や

人口推計等を代入して２０２５年の医療需要を推計し、さらに一定の仮定を加え算出された

値であり、あくまでも参考値としての位置付けとなっています。また、各医療機関による病

床機能報告制度では、病棟単位での報告がなされている一方、推計必要病床数は患者数単位

で推計がなされていることに留意が必要です。
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（東部構想区域）

資料：平成２８年度第１回調整会議配付資料

（西部構想区域）

資料：平成２８年度第１回調整会議配付資料
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（南部構想区域）

資料：平成２８年度第１回調整会議配付資料

地域医療構想の策定後には、各医療機関の自主的な取組と調整会議における協議により、

目指すべき医療医提供体制の収れんを図ることとしています。

② 構想区域の課題

高齢化が進行する中、現在の社会保障制度を維持し、住民が住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けるためには、効率的かつ質の高い医療提供体制を確保するとともに、

地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）を構築することが必要です。

そのためには、患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、各医療機関の間、医療と

介護の間の連携により効果的・効率的な医療・介護サービスを提供することが重要になりま

す。在宅で病状が悪化すると急性期医療を受け、その後、回復期医療、慢性期医療と移行し、

再び在宅に戻り、必要であれば在宅医療や介護サービスの提供を受けるという患者像の循環を

視野に入れた体制構築が求められています。

このような状況の中、県立病院は、構想区域内で以下の役割を果たします。

③ 基本的方針

２０２５年（平成３７年）の医療提供体制において、各県立病院は、各圏域における将来の

医療需要の変化に対応する一方、各圏域における基幹病院としての中心的役割や政策的な医療

を担います。

また、併せて、各病院の診療圏域において構築される地域包括ケアシステムの実現に向け、

積極的に貢献します。

さらに、こうした役割を着実に果たすため、病院事業全体としての健全な経営を維持しま

す。
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④ 一般病床機能の在り方

● 中央病院

現状－高度急性期機能

「救命救急センター」として、心疾患・脳疾患・重症外傷など生命危機を伴う疾病を有す

る重篤患者を受け入れるとともに、「小児救急医療拠点病院」として小児重篤救急患者に対

応する他、「ドクターヘリの基地病院」としての機能を果たすなど、県下の救急医療体制の

中心的な役割を果たしています。

このように、中央病院は、高度急性期病院として、疾病の発生直後及び急性増悪時等にお

ける診療密度の高い医療を担っています。

２０２５年の目指す姿－高度急性期機能

東部圏域においては、２０２５年に向けて６５歳以上人口の増加が予想され、引き続き救

急医療需要の増加に対応する必要があります。また、県全体のがん医療体制の中で果たす役

割の比重も増してくるものと考えられます。

こうしたことから、中央病院は、「本県医療の中核拠点」として、２０２５年においても

引き続き、県下全域を対象とした救急医療やがん医療等の診療密度が高い医療を提供する、

高度急性期機能を担う必要があると考えられます。

● 三好病院

現状－高度急性期機能・急性期機能

「救命救急センター」としてＩＣＵ・ＨＣＵを有し、緊急性の高い疾病を有する患者を受

け入れるとともに、がん患者に対する検査・治療など、西部圏域における高度急性期機能及

び急性期機能を担っています。

２０２５年の目指す姿－高度急性期機能・急性期機能・回復期機能

西部圏域においては、２０２５年に向けて６５歳以上人口が３．５％減少することが予想

されており、こうした需要量の変化の中で、地域の医療環境を見据えた対応を図る必要があ

ります。

こうしたことから、三好病院は、引き続き高度急性期機能ならびに急性期医療機能を担う

とともに、急性期機能の一部を転換し、西部圏域で不足することが予想される回復期機能を

併せ持つ必要があると考えられます。

● 海部病院

現状－急性期機能

南部Ⅱ保健医療圏における「１次及び２次救急医療」を提供する機関として、初期救急と

ともに入院治療を要する患者を受け入れるなど、急性期機能を果たしています。
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２０２５年の目指す姿－急性期機能・回復期機能

南部圏域の中でも南部Ⅱ保健医療圏では、２０２５年に向けたより早い人口減少が予想さ

れ、６５歳以上人口の１０．０％の減少が見込まれており、こうした需要量の変化の中で、

地域の医療環境を見据えた対応を図る必要があります。

こうしたことから、海部病院は、引き続き急性期機能を担うとともに、急性期機能の一部

を転換し、南部Ⅱ保健医療圏で不足することが予想される回復期機能を併せ持つ必要がある

と考えられます。

資料：国立社会保障・人口問題研究所データ

（３）「地域包括ケアシステム」の構築に向けて果たすべき役割

① 中央病院

地域医療支援病院として、関係する医療機関ならびに介護施設等と緊密な連携を図り、患

者の早期の在宅等（在宅復帰機能を持つ介護施設を含む。以下同じ）への復帰促進に取り組

むとともに、復帰後の在宅医療を支援する役割を担います。

② 三好病院及び海部病院

患者の在宅等への復帰に向けたリハビリテーション機能を発揮するとともに、関係する医

療機関ならびに介護施設等と緊密な連携を図り、在宅等で症状が悪化した場合の入院受け入

れや、訪問診療を行う役割を担います。
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２ 各県立病院において担う医療機能（計画期間）

県立病院は公立病院が果たすべき医療を提供するため、政策医療に取り組み、県民の「公共

の福祉の増進」を図っています。今後も国の医療政策との整合を図り、医師不足をはじめとす

る医療課題へ対応するため、「病院完結型医療」から地域の医療機関がそれぞれの特性を活か

して連携し、更には介護や福祉の関係機関・事業所とも連携しながら、患者を地域全体で支え

ていく「地域完結型医療」の実現を目指し、以下の医療について積極的に取り組むこととしま

す。

（１）中央病院

主要機能

高度急性期病院として、疾病の発生直後及び急性増悪時における高度な治療を担います。

また、「地域医療支援病院」として、かかりつけ医及び回復期や在宅医療を担う医療機関と

のより緊密な連携を築くことにより、患者の早期在宅復帰を視野に入れた、満足度の高い地

域完結型医療の達成を目指します。

救急医療

「救命救急センター」として、２４時間３６５日、心疾患・脳疾患・重症外傷など生命危

機を伴う緊急性の高い疾病及び小児科や精神科などの複数の診療科領域にわたる疾病等を有

する重篤患者を受け入れ、迅速に治療を行います。また、「ドクターヘリ」と「ホスピタル

カー」による県下全域を運行範囲とした救急医療体制を充実し、救急患者の救命率の向上を

図ります。

周産期・小児医療

「地域周産期母子医療センター」として、総合周産期母子医療センターである徳島大学病

院との連携のもと、両病院が一体的に機能を発揮し、本県の周産期医療の核となることを目

指します。さらに、「小児救急医療拠点病院」として、２４時間３６５日の小児重篤救急患

者の救命救急医療に対応するとともに、小児科医の確保に努めます。

災害医療

本県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」として、自衛隊救難ヘリ（１０ｔ）が

着陸可能な大型ヘリポートや備蓄倉庫、非常用発電装置、幅広いトリアージスペースなどを

備え、災害時は被災地からの傷病者の受け入れを行います。また、被災地の出動要請などに

迅速に対応できるよう複数の「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）」の充実を図ります。

へき地医療

「へき地医療拠点病院」として、県内のへき地診療所に対する医師派遣及び能力向上のた

めの研修等教育機能を担い、医師をはじめ看護師やコメディカルなどの地域の医療人の質の

向上を図ります。なお、県下のへき地診療所やへき地医療拠点病院の医師数が不足する中で

は、支援のあり方について、関係機関と協議を進めます。
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がん医療

「地域がん診療連携拠点病院」として、手術、放射線療法、化学療法など専門的医療を提

供します。また、高度ながん診療が可能なＰＥＴ－ＣＴ、内視鏡下手術支援ロボット（ダ･

ヴィンチ）、高精度放射線治療装置（リニアック）を備え、県下のがん対策のリーディング

ホスピタルとしての役割を果たします。更に、引き続き「がん対策センター」を運営し、在

宅緩和ケア支援を推進します。

精神疾患

県全体の精神科医療の課題である入院患者の平均在院日数短縮と医療機関の機能分担に対

応するため、急性期病院型総合病院として身体合併症を伴う精神科救急患者の受入や、消防

の救急隊や医療機関からの患者搬送要請に対応し、在宅患者等に対する夜間・休日の救急体

制の強化を図る「精神科救急情報センター」及び認知症の専門相談や鑑別診断等を行う「認

知症疾患医療センター」の運営などへの機能特化を図ります。

感染症

結核については、今後も他の医療機関との機能分担の下に、合併症患者の入院治療に特化

します。また、結核と精神疾患を併せ持つ患者を受け入れるとともに、新たに整備を行った

感染症病床において「第二種感染症指定医療機関」としての機能を果たします。さらに、引

き続き、新型インフルエンザへの対応について、関係機関と連携を図ります。

（２）三好病院

主要機能

急性期病院として、疾病の発生直後及び急性増悪時における治療を担います。また、「地

域医療支援病院」として、西部圏域医療情報ネットワーク「あわ西部ネット」の積極的な活

用を図るなど、かかりつけ医及び回復期や在宅医療を担う医療機関とのより緊密な連携を築

くことにより、西部圏域の地域包括ケアシステムの構築に貢献するとともに、地域に不足し

ている回復期機能を補完し、満足度の高い地域完結型医療の達成を目指します。

救急医療

「救命救急センター」として、２４時間３６５日緊急性の高い疾病及び複数の診療科領域

にわたる疾病等を有する重篤患者を受け入れ、迅速に治療を行います。また、超急性期の救

急患者を高次医療機関へドクターヘリで搬送することにより救命率の向上や後遺症の軽減を

図ります。

周産期・小児医療

引き続き、常勤の産婦人科医師の確保に努めるとともに、関係医療機関と連携して、妊婦

健診の実施や助産師による妊婦相談、母子ケアなど、安全な分娩のための支援を行います。

また、「小児救急輪番病院」として、つるぎ町立半田病院と連携し２４時間入院を要する患

者の受け入れ、治療を行います。
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災害医療

「災害拠点病院」として、必要な施設や設備、医療従事者を確保し、災害発生時には、迅

速かつ円滑な医療及び被災地支援を行います。また、関係機関と連携を図りながら、地域の

防災拠点の役割を担うとともに、訓練の実施や人材育成等、「災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ)」の充実を図ります。

へき地医療

「へき地医療拠点病院」として、へき地診療所に対する医師派遣機能や能力向上のための

研修等教育機能を担います。

在宅医療

呼吸器疾患による在宅酸素療法や、重症の脳卒中後遺症により気管切開を施した患者の処

置等、地域の医療資源では対応が難しい在宅医療を行います。

また、がん患者を中心とした在宅患者の疼痛コントロールのための訪問診療により、患者

の「エンド・オブ・ライフ・ケア」を積極的に支援します。

がん医療

四国中央部におけるがん医療の専門的診療機能として、手術、放射線療法及び化学療法を

効果的に組み合わせた集学的治療の実施体制を整備するとともに、緩和ケア病棟において、

治療の初期の段階からの緩和ケアに取り組み、県内の緩和ケアの水準向上のための先導的役

割を果たします。

また、「地域がん診療病院」として、中央病院と連携を図り、西部圏域のがん患者及び家

族がより高度ながん診療を受けられるよう取り組みます。

感染症

結核患者の入院を受け入れるとともに、「第二種感染症指定医療機関」として、二類感染

症及び新型インフルエンザ等への対応について、関係機関と連携を図ります。

（３）海部病院

主要機能

過疎化、少子高齢化が進む診療圏において、疾病の発症直後及び急性増悪時における一般

的かつ標準的な検査・診断・治療を行います。また、高度・専門的な治療を要する患者さん

については、診療圏外でその機能を有する医療機関と適切に連携を図るほか地域に不足して

いる回復期機能を補完し、地域包括ケアシステムの構築に貢献します。

救急医療

「２次救急医療機関」として２４時間３６５日体制で、初期救急医療で処置できない患者

や入院治療を要する患者の受入れを行います。また、超急性期の救急患者を高次医療機関へ

ドクターヘリで搬送することにより救命率の向上や後遺症の軽減を図るとともに、スマート

フォンを用いた遠隔診療支援システム「Ｋサポートシステム」の更なる運用により早期診断、

早期治療による救命救急医療体制の充実を図ります。
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周産期・小児医療

産婦人科及び小児科医師の確保に努め、産婦人科においては、正常分娩に対応するととも

に、圏域内における妊婦健診の充実を図ります。また、妊婦健診の実施や助産師による助産

師外来、妊婦相談、母子ケアなど、安全な分娩のための支援を行います。

災害医療

南海トラフ巨大地震の発災を迎え撃つ最前線の災害医療拠点として、高台移転により災害

病床として活用できる病棟やＩＣＵ的な使用ができる個室などリバーシブルな機能に加え、

ドクターヘリ用ヘリポートと自衛隊等の重量ヘリが離着陸可能な２つのヘリポート、及び自

家発電装置とソーラーパネルによる非常用電源等を備え、傷病者の受入れを行います。

また、関係機関と連携を図りながら、地域の防災拠点の役割を担うとともに、訓練の実施

や人材育成等、「災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ)」の充実を図ります。

へき地医療

海南病院、美波病院、上那賀病院と連携を進め、一体となった医療提供体制の構築に努め

るとともに、「へき地医療拠点病院」として、へき地診療所に対する医師派遣機能及び地域

医療研究センターにおける研修医や医学生のための研究、研修、実習や宿泊の機能を担い、

将来の地域医療を担う医師の養成・確保を図ります。

在宅医療等

「在宅療養支援病院」として、在宅患者が住み慣れた地域で安心して療養生活を送ること

ができるよう、訪問医療や訪問看護、訪問リハビリ等の在宅医療支援に取り組みます。

さらに、回復期のリハビリテーション等の医療にも取り組みます。

がん医療

化学療法を行う体制の充実に努めるとともに、緩和ケアや相談機能についての充実を図り、

患者への身体的・精神的支援を行います。

感染症

結核患者の入院を受け入れるとともに、「第二種感染症指定医療機関」として、第二類感

染症及び新型インフルエンザ等への対応について、関係機関と連携を図ります。
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３ 再編・ネットワーク化について

（総合メディカルゾーン本部を核としたグループ力の強化）

総合メディカルゾーン本部における連携

（１）構想の概要

県と徳島大学は、平成１７年８月に、県立中央病院と徳島大学病院にかかる県内医療の拠

点としての「総合メディカルゾーン」の整備について積極的に協議を進めることを合意し、

「総合メディカルゾーン検討協議会」において合意形成を図りながら、医療拠点としての機

能整備、地域医療の再生、施設・設備面での効率的な運営等に関する取組を進めてきました。

また、当構想は、平成２３年１１月策定の「徳島県地域医療再生計画（三次医療圏）」や

平成２４年７月に本県が地域指定を受けた地域活性化総合特区「先導的な地域医療の活性化

（ライフイノベーション）総合特区」において、医療提供体制の課題解決を図るための主要

施策に位置づけられています。

※「徳島県地域医療再生計画（三次医療圏）」において、本県の３次医療圏の医療提供体制の課

題解決を目指して「総合メディカルゾーン構想」を推進することとし、徳島大学病院及び県立中

央病院を「総合メディカルゾーン本部」、県立海部病院を「総合メディカルゾーン南部センター」、

県立三好病院を「総合メディカルゾーン西部センター」と位置づけた。

（２）これまでの取組

平成１８年９月及び平成２１年１０月に徳島大学と具体的項目について合意し、中央病院

改築事業や地域医療再生計画の各事業により構想の推進を図り、平成２４年１０月の新中央

病院の開院を中心として、周産期医療や小児救急医療等の拠点化、がん医療等高度医療にお

ける機能整備、地域医療及び救急医療を担う医師等の育成、施設等に関する効率的な運営等

に関する事業を実施してきました。

〈これまでの主な実施事業〉

救急医療 中央病院でのドクターヘリ導入等による救急医療機能の強化、連絡橋

を活用した患者搬送による緊密な連携協力

周産期医療 周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵの一体的運用

小児救急医療 中央病院の小児救急医療拠点化と小児医療における機能分担

がん医療 高度医療機器の整備などによるがん診療連携拠点病院としての機能強

化、がん対策センターの共同設置

地域医療 各寄附講座の設置

医師育成 地域医療を担う医師のキャリア形成支援等を行う「地域医療支援セン

ター」の設置、救急分野における医師育成を目指した徳島大学病院か

ら中央病院ＥＲへの指導医の派遣

ハード面の整備 両病院の交流を促進する連絡橋の設置
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（３）今後の方向性と取組

「総合メディカルゾーン本部」においては、両病院の特性を最大限に伸ばす方向で、人材

育成や新たな政策医療分野において、更なる連携や効果的な機能分担を進め、県民が安心し

て質の高い医療サービスが受けられる県内医療の中核拠点として、機能を高めていくことと

します。人材育成については、成果の結実に一定の時間を要することから、取組の継続と、

育成した人材が更に次の世代の人材を育成する育成サイクルの構築を目指します。

また、西部センターである県立三好病院、南部センターである県立海部病院、県北部の拠

点病院である徳島県鳴門病院との連携を主軸として、他の医療機関との連携を図りながら、

県全体の「医療の質の向上」や「医療の最適化」を目指します。

〈主な取組事項〉

① 総合メディカルゾーン本部における主な機能

・県民の安心を目指した「救命･救急医療､小児救急医療､災害医療､地域医療」の拠点

・県民の健康を目指した「周産期医療､がん医療､感染症医療､生活習慣病医療」の拠点

・県民医療の発展を目指した「医療情報､医療従事者教育」の拠点

として、総合メディカルゾーン本部の整備を推進します。

② 地域活性化総合特区

「先導的な地域医療の活性化（ライフイノベーション）総合特区」においては、「地域医

療の再生」を目指し、魅力ある研修体制を構築し研修医の県内定着を促進することなど、「総

合メディカルゾーン本部」の取組を強化します。また、その成果を県下全域に波及させるこ

とにより、全国的な課題である医師の地域偏在・診療科偏在による医師不足の解決モデルを

確立することに取り組みます。

③ 医療人材の確保と育成

総合メディカルゾーン本部を核とし、地域枠医師等の積極的な受入れにより、県立病院間

での医師のローテーション勤務を一層推進し、効果的な人材活用と育成を図ります。また、

高い知識や技量・経験を持つ指導医等を養成するとともに、南部センターである海部病院に

おける「地域医療研究センター」の整備による研修環境を向上することにより、若手医師に

魅力ある研修体制の構築を推進します。

④ 医療情報の連携

総合メディカルゾーン本部を核とした医療情報連携を強化するため、徳島県鳴門病院や徳

島大学病院をはじめ、地域の医療機関との連携を目指し、地域医療ネットワークの整備等、

医療情報基盤を整備します。

⑤ 病院利用環境の整備

総合メディカルゾーン本部の外構整備において、病院利用者の利便性の向上を図るため、

ゾーン内の主要道路となるメディカルストリートを整備し、外来駐車場の共同利用や路線バ

スの構内乗り入れの実施を目指します。
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西部圏域における連携

（１）これまでの取組

徳島大学に寄附講座「地域外科診療部」を設置し、三好病院をフィールドとした診療活動

により医師の地域偏在に対応するとともに、中央病院を基地病院としたドクターヘリの運航

により、三好病院新高層棟ヘリポートを活用した救急搬送を実施しています。

また、西部保健医療圏では、平成２０年１０月に「県立三好病院」、「三好市国民健康保

険市立三野病院」、「つるぎ町立半田病院」の公立３病院間で「徳島県西部医療圏における

適正な医療を確保するための協定書」を締結する等、医療機関の連携強化が図られています。

この協定に基づき、公立３病院間では、限られた医療資源を有効に活用するために医師の

相互派遣を行うとともに、「にし阿波３病院後期臨床研修プログラム」を策定し、魅力ある

研修体制の構築を図っています。

さらに、三好病院の経営戦略会議における三野病院と半田病院の参加により、顔の見える

関係作りを進めるとともに、地域医療連携情報ネットワークにより、公立３病院及びホウエ

ツ病院が扱っている検査結果等の医療情報を患者同意の下に地域の医療機関が参照できる

「あわ西部ネット」を整備しています。

（２）今後の方向性と取組

協定書に基づいた相互支援を引き続き実施するとともに、公立３病院間の「地域医療構想

を踏まえた連携の在り方」についての議論の場を作り、更なる機能分担や連携の強化につい

て検討します。

南部圏域における連携

（１）これまでの取組

徳島大学への寄附講座３講座の設置により、総合診療医の育成や医師の地域偏在に対応す

るとともに、海部病院を中継したドクターヘリによる救急搬送を実施するほか、Ｋサポート

システム（※海部病院遠隔診療支援システム）等のＩＣＴを活用し、本部において遠隔読影

診断を実施しています。

また、海部病院では「那賀町立上那賀病院」や「海陽町国民健康保険海南病院」へ医師を

派遣しており、こうした取組をさらに推進するため、地域の公立医療機関が一体となった医

療提供体制「海部・那賀モデル」の構築を目指し、平成２７年１１月、地域の医療関係者等

で構成した「海部・那賀モデル推進協議会」が設置されました。

※【海部病院遠隔診療支援システムとは】

徳島大学病院と連携し、海部病院で撮影した救急患者のＣＴやＭＲＩなどの画像情報をスマー

トフォンを用いて専門医に送り、救急当直医から専門医に相談できる遠隔診療支援システム
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（２）今後の方向性と取組

新海部病院における若手医師の育成拠点となる「地域医療研究センター」の整備を進める

とともに、今後、配置される地域枠医師にとって魅力のある環境の整備等、医師派遣の拠点

として充実を図ります。

また、海部・那賀地域の公立医療機関との間における今後の相互協力や連携の在り方につ

いて協議を進め、一体的な医療提供体制の構築を目指します。

徳島県鳴門病院との連携

（１）これまでの取組

平成２５年４月の地方独立行政法人徳島県鳴門病院の設立以来、病院局経営戦略会議への

参加による情報共有をはじめ、県立３病院と合わせた４病院による薬品・診療材料の共同交

渉の実施や災害医療面における連携等を図っています。

（２）今後の方向性と取組

物品の共同購入や人事交流など、効果的な連携・協力を一層推進するとともに、４病院に

よる更なる一体的な医療提供体制の構築を目指して、検討・協議を進めます。

全体的事項

再編・ネットワーク化の推進にあたり、平成２７年９月の医療法改正により創設された「地

域医療連携推進法人」制度（※）の活用について検討します。

※【「地域医療連携推進法人」制度とは】

平成２７年９月に公布された医療法の一部改正により、医療機関相互の機能分担及び業務

連携を推進し、地域医療構想の達成と地域包括ケアシステムの構築に資する選択肢の１つと

して作られた制度（施行期日は「法成立後２年以内」と規定）。非営利法人が参加法人（社

員）となって１つの法人を構成し、統一的な「連携推進方針」の下で業務を実施する。
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４ 経営形態の見直しについて

（１）経営形態の見直しの全国的な状況

前公立病院改革ガイドラインに基づく取組（平成２１年度から平成２５年度まで）によ

り、地方公営企業法の財務適用から全部適用への移行、地方独立行政法人化、指定管理者制

度の導入等の経営形態の見直しを行い、多くの病院で経常収支比率が改善しています。

地方公営企業法の全部適用化

○ 全部適用化病院の経常収支比率（平均）

Ｈ２０ ９４．２％ → Ｈ２５ ９８．５％

・ 経常収支比率が増加した病院 ８１病院（７１．３％）

・ 経常収支比率が減少した病院 ３１病院（２７．７％）

地方独立行政法人化

○ 地方独立行政法人化病院の経常収支比率（平均）

Ｈ２０ ９７．１％ → Ｈ２５ １０１．８％

・ 経常収支比率が増加した病院 ３８病院（７７．６％）

・ 経常収支比率が減少した病院 １１病院（２２．４％）

指定管理者制度導入

○ 指定管理者制度導入病院の経常収支比率（平均）

Ｈ２０ ８７．９％ → Ｈ２５ ９３．１％

・ 経常収支比率が増加した病院 １０病院（６６．７％）

・ 経常収支比率が減少した病院 ５病院（３３．３％）

資料：総務省新公立病院改革ガイドライン資料６

（２）徳島県病院事業の状況

徳島県病院事業においても、平成１７年度から地方公営事業法全部適用で経営を行ってお

り、地方公務員法第３０条の旗印の下、全ての職員がベクトルを合わせ、税が投入される病

院に相応しい医療を提供してきました。その結果、経常収支比率については、平成１６年度

の８８．４％から平成１８年度には経常黒字を達成し、以降は６期連続で黒字を計上してい

ます。平成２４年度以降は改築に伴う減価償却費の増等により赤字となっているものの、本

業のパフォーマンスを示す「医業収益」は引き続き上昇基調を維持しており、資金面での健

全性を示す「内部留保資金」も５０億円を超えています。
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（３）今後の経営形態

新公立病院改革ガイドラインでは、民間的経営手法導入の観点から、「地方公営企業法の

全部適用」・「地方独立行政法人化（非公務員型）」・「指定管理者制度」・「民間譲渡」の４形

態を選択肢とした経営形態の見直し（既に取り組んでいる場合には更なる見直し必要性の検

討）を求めています。

徳島県病院事業は地方公営事業法全部適用の経営形態で一定の成果を上げており、「県民

に支えられた病院として、県民医療の最後の砦となる」という基本理念の実現を図るために、

計画期間内は引き続き現経営形態で「経営基盤の強化」に取り組むこととします。
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以下の各施策を展開します。

Ⅵ 経営基盤の強化策

(1) 広域的な救急医療支援体制の整備 （P３８）

(2) 医師の確保と指導医・専門医の育成 （P３８）

(3) 臨床研修の充実 （P３８）

(4) スペシャリストの養成 （P３９）

(5) 医師、看護師等の勤務環境の改善・充実 （P３９）

(6) 危機管理への対応力の強化 （P３９）

(7) ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 （P４０）

(8) 医療器械等の共同購入の推進 （P４０）

(1) 高度先進医療・臨床研究の充実 （P４１）

(2) 地域医療連携の充実 （P４１）

(3) ホスピタルカーの運行 （P４２）

(4) 地域に不足する機能への取組の検討 （P４２）

(5) 地域医療機関・介護施設等に対する支援の充実 （P４２）

(6) 精神科医療ニーズの高まりに対する対応 （P４２）

(7) 住民に開かれた病院運営 （P４２）

(1) チーム医療の推進 （P４３）

(2) 病院機能評価の継続受審 （P４３）

(3) 医療安全対策の推進 （P４３）

(4) 院内感染対策の推進 （P４３）

(5) 患者・職員の満足度の向上 （P４４）

(6) 患者さんの信頼を得る医療の推進 （P４４）

(7) 広報活動の充実 （P４４）

(8) 快適な病院利用環境の整備 （P４４）

（P４５）

(1) 急性期医療の重点化 （P４５）

(2) ＤＰＣ分析による経営戦略の策定 （P４６）

(3) 診療報酬制度への戦略的な取組 （P４６）

(4) 未収金の発生防止と回収促進 （P４６）

(5) 医師の確保と育成（再掲） （P４６）

(1) 後発医薬品の採用 （P４６）

(2) 医療器械等の共同購入の推進（再掲） （P４７）

(3) 効率的な委託業務の推進 （P４７）

(4) 医療情報システムの統一化及び総務事務のＩＣＴ化 （P４７）

(5) 事務部門のスリム化と強化 （P４７）

(6) 病院資産の有効活用 （P４７）

３　「医療の質の向上」に向けた取組

２　「医療機能の分化と連携の実現」に
　向けた取組

１　「グループ力の強化」に向けた取組

収入確保の強化

経費削減の強化と
効率化の推進

４　「経営の効率化」
　に向けた取組

一般会計負担の考え方
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１ 「グループ力の強化」に向けた取組

県立３病院の経営資源の一体的な活用と、徳島大学病院及び徳島県鳴門病院との連携による

「グループ力の強化」に取り組み、一体的な医療提供体制の構築を目指します。

（１）広域的な救急医療支援体制の整備

ドクターヘリに加え、ホスピタルカーの活用により三好病院、海部病院、徳島県鳴門病院

における重症患者の救命処置等を中央病院医師が支援できるような環境・体制整備の充実に

取り組みます。

（２）医師の確保と指導医・専門医の養成

総合メディカルゾーン本部を核とし、県立病院間での医師のローテーション勤務を一層推

進し、効果的な人材活用と育成を図ります。また、地域枠医師等を積極的に受け入れ、県立

３病院の診療機能の特性を生かしながら臨床力を養成し、県立３病院全体でキャリア形成支

援に取り組みます。

また、今後、中央診療部門医師（麻酔科医・放射線科医・病理医）の不足が予測されるこ

とから、長期的な視野で確保・育成に取り組みます。

さらには、徳島大学病院や県医師会等との連携・協力により、新たな専門医制度への対応

を図り、高度な知識や技術・経験を持つ指導医や専門医を養成するなど、優れた医師の育成

・医療の質の向上を推進するとともに、次の世代の研修医を育てる医師育成サイクルを構築

します。

〈 目 標 〉

・臨床研修指導医数

【中央病院】９０名、【三好病院】２０名、【海部病院】１０名 （平成３２年度）

（３）臨床研修の充実

中央病院では、総合メディカルゾーン本部としての位置づけを踏まえ、志と臨床力の高い

医師を輩出する実践教育病院として、三好病院においては、「にし阿波３病院後期臨床研修

プログラム」、海部病院においては、「南阿波総合医・家庭医プログラム」により、各地域

を支える医療拠点として、関係医療機関と連携した特色ある研修指導を行います。また、徳

島県鳴門病院と連携し、研修医の受入・養成環境を充実します。

また、海部病院の高台移転に併せて、診療や研修に従事する医師や実習を行う医学生等の

環境改善を図るため、宿泊機能や研修支援機能等を備えた「地域医療研究センター」を整備

します。

〈 目 標 〉

・初期・後期臨床研修医数

【中央病院】４５名、【三好病院】 ５名、【海部病院】 ５名 （平成３２年度）
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（４）スペシャリストの養成

高度化・専門化する医療に対応するため、各県立病院がそれぞれの担うべき機能に応じた

研修の方針・計画を策定し、職員の資質向上を図ります。

県立病院の医師を、大学や教育研究機関、高度先進医療機関、国際学会等に派遣し、特に

高度な専門的知識及び技能を修得させ、職員の資質向上と組織内の知識技能の共有に努めま

す。

また、看護師や薬剤師などの各職種での資格取得等、知識・技能の習得及びその共有に努

めます。

さらには、県内における看護養成学校からの実習生の受入れを通じ、県内全体の看護職確

保や質の向上に資するとともに、受入れ体制として、さらに細やかな対応が出来るよう看護

学生実習指導者等の育成に努めます。

〈 目 標 〉

・高度医療研修医師派遣者数

【県立３病院全体】１４名 （平成３２年度までの累計数）

・専門・認定看護師数

【県立３病院全体】３５名 （平成３２年度）

・看護学生実習指導者数（看護協会実習指導者講習会修了者数）

【中央病院】３４名 （平成３２年度）

（５）医師、看護師等の勤務環境の改善・充実

県民への医療サービスの向上につながる医師等の業務の負担軽減を図るため、事務補助者

（医師事務作業補助者等）の効果的な配置を進めます。

また、中央病院で院内保育所を運営し、職員が出産や育児といった多様なライフステージ

に対応して業務を続けていくことができる職場環境の醸成を図ります。

〈 目 標 〉

医師事務作業補助者数

【３病院全体】５０名 （平成３２年度）

（６）危機管理への対応力の強化

南海トラフ巨大地震等に備え、災害拠点病院としての機能が十分果たせるよう、災害発生

時の患者受入れ体制を強化します。

このため、トリアージ訓練等の実践的な災害訓練や研修を総合メディカルゾーン本部とし

て、また県立３病院と徳島県鳴門病院との連携により実施し、災害時における対処能力の向

上に努めます。
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また、ＤＭＡＴの育成・強化を行うとともに、徳島県鳴門病院と連携して災害用医療資機

材や災害用食料品等の整備を図ります。

また、県立３病院の施設・機能に応じた「災害対策マニュアル」や「事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）」を整備するとともに、新型インフルエンザへの適切な対応等、危機管理体制の構築を

図ります。

〈 目 標 〉

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）数

【中央病院】５チーム、【三好病院】３チーム、【海部病院】２チーム （平成３２年度）

（７）ＩＣＴ（情報通信技術）の活用

県立３病院において、電子カルテシステムを中心とした医療情報システムを統一し、遠隔

画像診断や診療連携を推進するとともに、ＩＣＴの進展や医療環境の変化に対応して適宜シ

ステムの見直しを図ります。

総合メディカルゾーン本部を核とした医療連携を強化するため、徳島県鳴門病院や徳島大

学病院をはじめ、地域の医療機関との連携を目指し、地域医療ネットワークの充実等、医療

情報基盤を整備していきます。

さらに、海部病院におけるＫサポートシステムの取組成果を踏まえ、今後、スマートフォ

ンやタブレット端末を活用した当システムの一層の推進を検討していきます。

〈 目 標 〉

県立３病院の医療情報システムの統一

【県立３病院全体】平成３０年度

（８）医療器械等の共同購入の推進

各種医療器械、医薬品、医療材料等の共同購入（交渉）について、徳島大学病院や徳島県

鳴門病院との連携を充実し、購入費用の低減に取り組みます。

〈 目 標 〉

・医薬品の採用品目数

【県立３病院全体】１，０００品目以下 （平成３０年度）

・医療材料の共同購入品目数

【県立３病院全体】２５０品目 （平成３２年度）
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２ 「医療機能の分化と連携の実現」に向けた取組

各県立病院は、基幹病院としての中心的役割や政策的な医療を担うことにより、地域におけ

る効率的かつ質の高い医療提供体制の姿である「医療機能の分化と連携の実現」に向けて取り

組みます。

（１）高度先進医療・臨床研究の充実

県立３病院において、高度技術を要する内視鏡手術、鏡視下手術、インターベンション医

療（連続血管撮影装置等を利用した血管内治療法）、脳卒中における血栓溶解療法（ｔ－Ｐ

Ａ療法）等、積極的な医療の推進を図ります。また、今後とも高度医療機器の計画的な整備

を行い、効率的な使用や地域医療連携においても一層の活用を図ります。

＜具体例＞

【中央病院】 ●手術支援ロボットによる低侵襲手術

●リニアックによる高精度放射線治療

●ＰＥＴ－ＣＴによる精度の高いがん検査

●高度急性期病院として、新薬開発のための治験を積極的に実施

●疾病の予防やよりよい診断や治療を目指す臨床研究に取り組むため、拠点

となる臨床研究部門の設置を検討

【三好病院】 ●がんにおける手術･化学療法・放射線治療による質の高い治療（集学的治

療）を実施

●県内の公的病院では初となる専門的な緩和ケア病棟における質の高いケア

を実施

【海部病院】 ●マルチスライスＣＴシステムよる虚血性心疾患の診断を実施

●がんの化学療法を実施

（２）地域医療連携の充実

県立３病院は、地域の医療機関と適切な役割分担と連携を図り、「地域連携クリティカル

パス」の積極的な運用により、地域医療全体の最適化に向けた効率的な取組を実施するほか、

県立３病院の地域医療連携部門相互の連携強化を図ります。

また、医療、看護、介護、福祉との連携を深め、かかりつけ医に協力をいただきながら、

相談体制の充実等、住み慣れた地域で安心して療養生活が送れるよう支援します。

さらに、三好病院及び海部病院においては、地域における在宅医療の充足状況や自宅での

看取りに対するニ－ズを把握し、住民の在宅での療養生活や看取りが可能となるよう、開業

医との連携はもとより、自らも訪問診療、訪問看護等の在宅医療を推進します。

〈 目 標 〉

・紹介率

【中央病院】９０％、【三好病院】６０％、【海部病院】４０％ （平成３２年度）

・逆紹介率

【中央病院】１８０％、【三好病院】１２０％、【海部病院】４０％ （平成３２年度）
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（３）ホスピタルカーの運行

中央病院では、高度急性期病院として、地域中核医療機関からの要請により、各科の専門

医師が同乗し重症患者に対する治療を行いながら中央病院まで搬送する「ホスピタルカー」

を導入・運行し、救命率の向上を図ります。

（４）地域に不足する機能への取組の検討

三好病院と海部病院では、２０２５年（平成３７年）における診療圏域の医療提供状況を

見定めながら、在宅医療（訪問診療・訪問看護・訪問リハ）への取組を推進するとともに、

検診等健康保持に関する業務や、災害時対応も見据えた透析業務等の事業展開について検討

します。

（５）地域医療機関・介護施設等に対する支援の充実

県立３病院がこれまで培ってきた感染症対策や様々なケアについての専門的知識を、医療

スタッフが積極的に地域の関係機関に向けて情報発信し、各地域における医療課題の解決に

向けた支援に取り組みます。

（６）精神科医療ニーズの高まりに対する対応

一般病床入院患者のせん妄や抑うつなどに対応するため、精神科を有する中央病院におい

ては「精神科リエゾンチーム」による診療に取り組み、三好病院においては地域の精神科病

院の協力を得たケアを行います。

また、海部病院では、認知症患者に対する専門外来に引き続き取り組みます。

（７）住民に開かれた病院運営

「開かれた病院」として、地域の住民が病院運営に参加いただける機会を設け、各病院の

現状を明らかにするとともに、地域医療を共に考え、共に支えていただけるような関係づく

りに努めます。

また、各病院の機能や特性に応じた疾病・療養に関する公開講座の開催や、病院でのボラ

ンティア等地域住民との協働に取り組みます。
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３ 「医療の質の向上」に向けた取組

県立病院で提供する医療の「治療成果」・「安全性」・「患者満足度」など「医療の質」の

向上に向けて取り組みます。

（１）チーム医療の推進

各病院において高い専門性を有する医療スタッフが、互いに連携･補完し合い、患者の状

況に的確に対応した医療を提供する「チーム医療」に引き続き取り組みます。

また、各チーム合同によるカンファレンスや研修会を積極的に実施します。

＜具体例＞

栄養サポートチーム、院内感染対策チーム、緩和ケアチーム、褥瘡対策チーム、

排泄ケアチーム、糖尿病チーム、口腔ケアチーム、化学療法推進チーム、ＡＣＬＳチーム、

呼吸器サポートチーム、摂食嚥下チーム、周術期管理チーム、ＤＭＡＴ（災害派遣チーム）、

精神科リエゾンチームなど

さらには、各職種においてそれぞれの専門性を発揮し、患者のＱＯＬ（生活の質）を高め、

回復力・予防力の向上に貢献する指導や相談事業等を積極的に実施します。

〈 目 標 〉

薬剤管理指導件数

【中央病院】１６，０００件、【三好病院】４，０００件、【海部病院】１，９００件

（平成３２年度）

（２）病院機能評価の継続受審

医療の質の更なる向上や医療の透明性を確保するため、（公財）日本医療機能評価機構に

よる機能評価を継続的に受審し、組織的な課題把握と改善を図ります。

（３）医療安全対策の推進

医療事故の未然防止、発生した事故の影響拡大と再発の防止に向けて、ヒヤリハット事例

の収集・分析により予防対策の充実を図るなど、医療安全管理者を中心とした組織的な医療

安全対策に取り組みます。

また、医療安全管理者養成研修会等の受講機会を確保すると共に、苦情・クレーム対応を

含めた医療安全研修を組織的に実施し、危機管理意識の向上と県立病院における医療安全文

化の醸成に努めます。

（４）院内感染対策の推進

良質・適切な医療提供の基盤となる院内感染対策について、院内感染対策チーム（ICT）
を中心とした院内研修会や院内ラウンドの実施により、職員の感染対策に関する意識・知識

の向上を図り、予防と発生時の速やかな対応に努めます。

また、地域の医療機関や行政機関と連携し、地域の感染対策の向上に寄与します。
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（５）患者・職員の満足度の向上

患者からの様々な相談や要望に適切に対応し、安心して診療・治療が受けられるよう、総

合相談の窓口において十分な患者サポートに努めます。

毎年度、患者満足度調査を実施し、調査結果の分析・検証と組織内での共有化を図り、ひ

とつでも多く速やかに改善に結びつけ、患者さんにより一層満足いただけるよう取り組みま

す。

また、病院職員が個の人間性を高め、個の能力を伸ばし、患者中心の医療を行うことがで

きるよう、働きやすい環境の整備を図ります。

（６）患者からの信頼を得る医療の推進

患者自身やご家族が治療の内容に納得し、安心して治療に専念できるよう、病状や治療計

画等について十分に説明する「インフォームドコンセント」に引き続き取り組みます。

治療方針の選択にあたって主治医以外の専門医の意見を聞く「セカンドオピニオン相談」

の更なる周知を図り、患者自身はもとよりご家族の不安を解消し、治療に関する自己決定の

支援に努めます。

診療結果や治療成績、看護指標などの「臨床指標」について、ホームページ等を通じて県

民に公表し、医療の質の向上に努めます。

（７）広報活動の充実

病院局や各病院のホームページを充実し、県民には各病院の診療概要や特徴、最近の取組

などをできる限り分かりやすく提供できるよう努めます。

また、地域医療への取組状況に関する情報等を積極的に発信するとともに、各病院広報誌

や各自治体広報誌を通じた広報活動も積極的に実施します。

（８）快適な病院利用環境の整備

病院利用者のより一層の利便性向上を図るため、総合メディカルゾーン本部内の主要道路

となるメディカルストリートを整備し、徳島大学病院側の外構整備と合わせた駐車場の共同

利用及び路線バスの構内乗り入れに取り組みます。

また、海部病院では、高台への移転に併せて、路線バスの構内乗り入れを行うとともに、

外来駐車場の必要台数確保のため、立体駐車場を整備します。
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４ 「経営の効率化」に向けた取組

継続的・安定的な医療の提供に向け、一般会計からの適切な繰入措置の下で、的確な経営

分析に基づく効率的な経営に努め、「収入の確保」と「費用の削減」に向けた取組を推進しま

す。

〈 一般会計負担の考え方 〉

本来、地方公営企業は、独立採算になじまない部分については一般会計の負担の下に経営す

ることが地方公営企業法で認められています。

地方公営企業の経費のうち、一般会計等において負担すべき経費は、

① その性質上、地方公営企業に負担させることが適当でない経費

（地方公営企業法第１７条の２第１項第１号）

② その地方公営企業の性質上、当該企業がいかに能率的な経営を行っても、それに要する

経費の全額を受益者に負担させることが客観的に困難であると認められる経費

（地方公営企業法第１７条の２第１項第２号）

と定められており、さらにその負担の趣旨と基準は総務省自治財政局長通知により示されてい

ます。

県立病院は、地域における中核的病院として、救急医療、周産期・小児医療、災害医療、へ

き地医療などの政策医療や不採算医療に取り組んでおり、今後も地域の医療課題へ対応するた

めに、より一層の取組強化が求められます。

病院事業では、これらの政策医療や不採算医療などに要する経費については、一般会計から

適正な繰入措置を行ったうえで、地方公営企業の病院として、効率的な経営に努めます。

〈 収入確保の強化 〉

（１）急性期医療の重点化

急性期機能の重点化を図るため、適正な平均在院日数と病床利用率の管理に取り組むとと

もに、地域の医療機関との連携を推進し、新規入院患者の増加を目指します。

中央病院では、「本県医療の中核拠点」としての高度急性期機能の発揮を目指して、新規

入院患者数の増加を図るとともに、救命救急病床の運用病床数増加や、日帰り手術の実施に

向け取り組みます。

三好病院では「四国中央部の拠点」として高度急性期機能並びに急性期医療機能の発揮を

目指して、新規入院患者数の増加に取り組みます。

〈 目 標 〉

・平均在院日数（精神病床及び緩和ケア病床除く）

【中央病院】９.６日、【三好病院】１３．５日 （平成３２年度）

・１日平均新規入院患者数（精神病床及び緩和ケア病床除く）

【中央病院】３３名、【三好病院】１０名 （平成３２年度）
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（２）ＤＰＣ分析による経営戦略の策定

各病院のＤＰＣデータを基にした経営分析を行い、他病院のデータとの比較等の分析を加

えて経営戦略の策定に生かします。

また、より一層の戦略的な経営展開を図るため、必要に応じて外部コンサルタントの活用

を検討します。

（３）診療報酬制度への戦略的な取組

適切な医業収益の確保のため、国の医療制度改革の方向性や各病院の医療機能の整備状況

に即した新たな施設基準の取得など、診療報酬制度への迅速・的確な対応を図ります。

また、医師、診療情報管理士、事務、医事委託業者等によるチームで、査定内容・傾向の

分析、「請求漏れ」対策に取り組みます。

（４）未収金の発生防止と回収促進

診療費用の患者負担分について、医療費に関する支払相談の充実等により、未収金の発生

防止に努めます。

未収金が発生した場合には、早期の納入指導を徹底するとともに、適宜、文書・電話・戸

別訪問等による督促を実施し、回収不能債権の発生防止を図ります。

また一定の要件を満たす場合には、「支払督促等の法的措置」により、未収金の回収に取

り組みます。

（５）医師の確保と育成（再掲）

県立病院で勤務する地域枠医師を一定数確保し、県立３病院の診療機能の特性を活かしな

がら臨床力を養成し、県立３病院全体でキャリア形成支援に取り組みます。

また、今後、中央診療部門医師（麻酔科医・放射線科医・病理医）の不足が予測されるこ

とから、長期的な視野で確保・育成に取り組みます。

〈 経費削減の強化と効率化の推進 〉

（１）後発医薬品の採用

患者負担の軽減とともに費用の削減に繋がる後発医薬品の採用について、ＤＰＣ分析の検

証に基づき、計画的な拡大に取り組みます。

〈 目 標 〉

後発医薬品割合

【３病院】７０％ （平成２８年度）

８０％ （平成３０年度）



- 47 -

（２）医療器械等の共同購入の推進（再掲）

各種医療器械、医薬品、医療材料等の共同購入（交渉）について、徳島大学病院や徳島県

鳴門病院との連携を充実し、購入費用の低減に取り組みます。

〈 目 標 〉

・医薬品の採用品目数

【３病院全体】１，０００品目以下 （平成３０年度）

・医療材料の共同購入品目数

【３病院全体】２５０品目 （平成３２年度）

（３）効率的な委託契約の推進

業務委託契約については、引き続き、契約の見直しを進め、病院業務の特殊性・専門性・

質の確保を考慮しつつ、長期継続契約の推進に努めるとともに、各病院毎に個別に契約して

いる同種の業務について、スケールメリットを活かした一括契約への変更を推進し、経費の

節減に取り組みます。

また、委託業務については、定期的に業務内容の検証、評価を行い、効率的な執行に努め

ます。

（４）医療情報システムの統一化及び総務事務のＩＣＴ化

県立３病院の電子カルテシステムを中心とした医療情報システムの統一化により、導入費

用ならびに管理費用の低減を図るとともに、各病院間の患者連携やスタッフの移動に円滑に

対応できる利用環境を構築します。

また、職員の勤務関係の処理など総務事務に係る電子決裁化により事務処理の省略化を図

ります。

（５）事務部門のスリム化と強化

事務部門が効率的に業務を遂行し、病院経営における専門性を強化するために、改築事業

等の進展や、本局・病院間の業務配分の見直しに伴う体制変更を検討するとともに、医事部

門・医療情報部門・地域連携部門・物品購入部門における専門性の高い職員の採用及び育成

を図ります。

（６）病院資産の有効活用

将来の病院機能の整備に向け、医師公舎等の病院資産の有効活用を図るため、用途変更や

処分を含めた効率的な活用方針について検討を行います。
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５ 取組目標一覧

平成26年度実績 平成32年度目標

９６名 １２０名

３９名 ５５名

高度医療研修医師派遣者数
（目標は計画期間の累計）

４名 １４名

１７名 ３５名

看護学生実習指導者数 ２４名 ３４名

４０名 ５０名

７チーム １０チーム

－ 平成３０年度運用

１，８６９品目
　１，０００品目以下

（Ｈ30目標）

１６８品目 ２５０品目

中央 ７９．８％ ９０％

紹介率 三好 ４０．４％ ６０％

海部 ２８．８％ ４０％

中央 １３８．３％ １８０％

逆紹介率 三好 ９６．６％ １２０％

海部 ３３．１％ ４０％

中央 １１，９６１件 １６，０００件

薬剤管理指導件数 三好 ３，８４１件 ４，０００件

海部 １，９０５件 １，９００件

中央 ９．７日 ９．６日

三好 １６．１日 １３．５日

中央 ３０．９名 ３３．０名

三好 ８．２名 １０．０名

中央 ６８．４％

三好 ６３．９％

海部 ８２．２％

項　　目

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム)数

県立３病院の医療情報システムの統一

医薬品の採用品目数

医療材料の共同購入品目数

後発医薬品割合
　　７０％（Ｈ28目標）
　　８０％（Ｈ30目標）

臨床研修指導医数

初期・後期臨床研修医数

専門・認定看護師数

医師事務作業補助者数

平均在院日数
(精神病床及び緩和ケア病床除く)

１日平均新規入院患者数
(精神病床及び緩和ケア病床除く)
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１ 期間

本計画期間は平成２８年度から平成３２年度までの５年間ですが、この間において病院改築

事業に伴う医業費用の増加が見込まれることから、収支見通し期間については平成３５年度ま

での８年間とします。

２ 経常収支の黒字化について

経常収支の黒字化に向けては、次の考え方に基づき取り組みます。

（１）病院事業では、平成１７年の地方公営企業法の全部適用実施以降、県立３病院と本局を合

わせて一体的に経営に取り組み、事業全体の経営方針の企画や、人事・予算・物品購入等の

運営管理を行ってきました。

特に医師の地域偏在及び診療科偏在が顕著になり、三好病院及び海部病院の医師不足の影

響が大きくなってからは、中央病院からの応援診療や人事ローテーションによる医師派遣、

さらには遠隔医療などにより両病院の診療機能を維持しています。また、前述のとおり、今

後厳しい経営環境が予想される中で、より一層、一体的経営を強化していく必要があります。

こうした実態を踏まえ、病院事業全体の経常収支をもって黒字化に取り組みます。

（２）平成２６年度における地方公営企業会計の見直しにより、退職給付引当金の計上が義務化

されたことに伴い、過去の未計上金額である約３３億４千万円を平成２６年度から１５年間

にわたり均等に費用計上（１年度あたり約２億２千万円）することとしています。

経常収支の黒字目標の設定にあたっては、当該金額を除いた数値で設定することとします。

（３）３に記載のとおり、計画最終年度である平成３２年度の経常収支は赤字となっていますが、

「Ⅵ 経営基盤の強化策」に取り組むことにより、平成３５年度の黒字化を目指します。

３ 収支計画

〈病院事業全体収支計画〉 （単位：百万円）

Ⅶ 収支計画

平成２６年度
実績

平成２８年度
計画

平成３２年度
計画

平成３５年度
計画

医業収益 17,603 18,196 18,654 18,707
医業外収益 3,439 3,586 3,414 3,298
特別利益 0 0 0 0

総収益　計 21,042 21,782 22,068 22,005
（うち繰入金） 2,892 2,933 2,970 2,954
医業費用 20,399 21,384 20,907 20,629
（うち給与費） 10,793 11,277 11,303 11,323
（うち減価償却費） 1,915 2,120 1,788 1,609
医業外費用 1,244 1,384 1,601 1,541
特別損失 857 0 0 0

総費用　計 22,500 22,768 22,508 22,170
▲ 2,796 ▲ 3,188 ▲ 2,253 ▲ 1,922
▲ 601 ▲ 986 ▲ 440 ▲ 165
▲ 1,458 ▲ 986 ▲ 440 ▲ 165
▲ 378 ▲ 763 ▲ 217 58
5,213 4,784 4,355 5,436
86.3% 85.1% 89.2% 90.7%
97.2% 95.7% 98.0% 99.3%
98.2% 96.6% 99.0% 100.3%

※内部留保については、改定前の経営計画との連続性を保つため、地方公営企業会計見直し前の算定方法を用いている。

純損益
経常収支(退職給付引当金繰入を除く）

内部留保資金残高（旧会計基準）

医業収支比率
経常収支比率

経常収支比率(退職給付引当金繰入を除く）

※本局に係る収益及び費用は「病院事業全体」に含む。

区分

病院事業
全体

総収益

総費用

医業収支
経常収支
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〈中央病院収支計画〉 （単位：百万円）

〈三好病院収支計画〉 （単位：百万円）

〈海部病院収支計画〉 （単位：百万円）

平成２６年度
実績

平成２８年度
計画

平成３２年度
計画

平成３５年度
計画

医業収益 12,526 12,751 13,209 13,262
医業外収益 2,306 2,302 2,111 2,110
特別利益 0 0 0 0

総収益　計 14,832 15,053 15,320 15,372
（うち繰入金） 1,765 1,764 1,757 1,737
医業費用 13,530 13,985 13,794 13,785
（うち給与費） 6,862 7,271 7,303 7,327
（うち減価償却費） 1,343 1,326 1,044 1,082
医業外費用 950 1,012 1,100 1,055
特別損失 656 0 0 0

総費用　計 15,136 14,997 14,894 14,840
▲ 1,004 ▲ 1,234 ▲ 585 ▲ 523

352 56 426 532
▲ 304 56 426 532

区分

中央病院

総収益

総費用

医業収支
経常収支
純損益

平成２６年度
実績

平成２８年度
計画

平成３２年度
計画

平成３５年度
計画

医業収益 3,532 3,888 3,888 3,888
医業外収益 793 956 848 755
特別利益 0 0 0 0

総収益　計 4,325 4,844 4,736 4,643
（うち繰入金） 703 761 756 754
医業費用 4,823 5,129 4,826 4,634
（うち給与費） 2,611 2,610 2,610 2,610
（うち減価償却費） 451 657 463 307
医業外費用 217 286 313 310
特別損失 143 0 0 0

総費用　計 5,183 5,415 5,139 4,944
▲ 1,291 ▲ 1,241 ▲ 938 ▲ 746
▲ 715 ▲ 571 ▲ 403 ▲ 301
▲ 858 ▲ 571 ▲ 403 ▲ 301

三好病院

総収益

総費用

医業収支
経常収支
純損益

区分

平成２６年度
実績

平成２８年度
計画

平成３２年度
計画

平成３５年度
計画

医業収益 1,545 1,557 1,557 1,557
医業外収益 319 312 441 419
特別利益 0 0 0 0

総収益　計 1,864 1,869 1,998 1,976
（うち繰入金） 405 394 443 449
医業費用 1,815 2,006 2,065 1,988
（うち給与費） 1,102 1,190 1,184 1,180
（うち減価償却費） 119 135 281 220
医業外費用 76 79 184 173
特別損失 45 0 0 0

総費用　計 1,936 2,085 2,249 2,161
▲ 270 ▲ 449 ▲ 508 ▲ 431
▲ 27 ▲ 216 ▲ 251 ▲ 185
▲ 72 ▲ 216 ▲ 251 ▲ 185純損益

海部病院

総収益

総費用

医業収支
経常収支

区分
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１ 点検・評価の方法

本計画を着実に推進するため、毎年度、取組状況について点検を行います。また、

評価の客観性を担保するため、学識経験者や医療関係者からなる「県立病院を良くす

る会」の意見を踏まえ、実施状況の評価を行います。

２ 公表の方法

評価結果については、県民が理解しやすいよう、積極的な情報開示に努め、病院局ホームペ

ージにおいて公表します。

３ 計画の見直し

点検・評価の結果などに基づき、施策等の見直しを実施するとともに、調整会議における協

議結果や国の動向、社会・経済情勢の様々な事情の変化等、必要に応じて計画内容の適切な見

直しを行います。

Ⅷ 計画の進行管理


